
京 都 大 学 組 換 え Ｄ Ｎ Ａ 実 験 安 全 管 理 規 程 施 行 細 則 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

第１条 この細則は、京都大学組換えＤＮＡ実験安

全管理規程（以下「規程」という。）第２５条第５

項及び第２９条の規定に基づき、規程の実施に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（中 略） 

第６条 規程第２５条第５項の健康診断の検査の項

目は、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第

３２号）第４３条から第４５条の２までに定める

健康診断の検査項目のほか環境安全保健機構長が

特に必要と認める項目とする。 

（中 略） 

 

 

別表 

別紙１～２ 

様式１～５－２ 

様式５－３ 

 （後 略） 

第１条 この細則は、京都大学組換えＤＮＡ実験安

全管理規程（以下「規程」という。）第２５条第４

項及び第２９条の規定に基づき、規程の実施に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 

第６条 規程第２５条第４項の健康診断の検査の項

目は、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第

３２号）第４３条から第４５条の２までに定める

健康診断の検査項目のほか環境安全保健機構長が

特に必要と認める項目とする。 

 

附 則 

この細則は、平成２５年６月４日から施行する。

別表 

別紙１～２    （同 左） 

様式１～５－２  

様式５－３    （別 添） 

 

 

（略） 


